
HMI ホテルグループ提携法人優待会員規約 

 

第 1 条（会員資格） 

 会員とは、HMI ホテルグループ提携法人優待会員規約（以下「本規約」といいます。）に

同意のうえ、ホテルマネージメントインターナショナル株式会社（以下「当会社」といいま

す。）に次条の方法にて入会を申し込み、当会社が、法人優待専用サイト（以下「専用サイ

ト」といいます。）にアクセス可能なアカウント及びアクセスキーを発行した法人を言いま

す。 

 

第 2 条（会員優待） 

 会員は、専用サイトからの予約に限定して、当会社の設定する優待価格にて、専用サイト

掲載の施設における宿泊サービス等の各種優待サービスの提供を受けることができるもの

とします。ただし、会員優待を利用できる範囲は、当該会員に勤務する従業員、当該従業員

の家族及びその同行者（以下「利用者」といいます。）に限られることとします。 

 

第 3 条（入会方法） 

1．入会希望者は、当会社に対し、以下の方法により入会申請を行うものとします。 

 （1）パソコン、携帯電話、スマートフォン等から、インターネット経由で当会社の指定 

    する Web サイトへアクセスし、必要事項を登録する方法。 

 （2）所定の申込書に必要事項をご記入のうえ、当会社宛に提出する方法。 

 （3）その他、当会社が指定する方法。 

 

2．前項のお申し込み後、当会社の承認手続きののち、会員資格を付与いたします。 

 

第 4 条（登録事項の変更） 

 会員は、前条に基づき登録した会員情報（本店所在地、商号、代表者氏名、連絡先等） 

が変更になった場合、速やかに当会社まで郵送、FAX 又は電子メールにて変更事項を連絡

するものとします。 

 

第 5 条（ID 及びパスワードの発行） 

 当会社は、第 3 条第 2 項の承認ののち、10 日以内に会員宛に専用サイトにアクセスする

ためのアカウント及びアクセスキーを発行します。なお、会員は、このアカウント及びアク

セスキーを第三者に譲渡することはできません。 

 

第 6 条（入会金・年会費） 

 入会金及び年会費は無料とします。 



 

第 7 条（退会及び会員資格の喪失） 

1．会員は、退会を希望する 1 か月前までに、当会社宛に、別途規定する退会届を提出する

ことにより退会できるものとします。 

 

2．会員又は利用者が、次の事項に該当した場合は、会員資格を取消させていただき、会員

は全ての会員優待に関する権利を失うものとします。 

 （1）破産、民事再生、会社更生、私的整理その他これに準じる手続きの申し立てを行い

あるいはその申し立てを受けた場合。 

 （2）入会時に虚偽の申告をした場合。 

 （3）住所、電話番号等の連絡先が不明となった場合。 

 （4）宿泊料金等の各種料金をお支払いいただけない場合若しくは支払いが遅れた場合。 

 （5）本規約、宿泊約款等当会社の定める規約、規則又は法令を遵守されない場合。 

 （6）暴力的又は威迫的な要求行為や不当な要求を行った場合。 

 （7）暴行、傷害、詐欺及びこれらに類する行為があった場合。 

 （8）暴力団、暴力団関係会社、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員（以下

総称して「反社会的勢力」といいます。）であること又は反社会的勢力と密接な関係

にあることが判明した場合。 

 （9）その他当会社が不適当と認めた場合 

 

第 8 条（個人情報） 

1．当会社は、会員（利用者を含み、以下本条において同じとします。）の以下の個人情報を、

次項に定める利用目的のため、取得いたします。 

 （1）本規約第 2 条に基づいて会員優待を受けようとする会員の住所・氏名・電話番号・ 

    生年月日・勤務先・役職及び部署名・メールアドレス 

 （2）利用情報（日時、施設等） 

 

2．当会社は、以下の目的のためにのみ個人情報を利用いたします。 

 （1）会員による宿泊、レストラン・宴会利用等に対する各種サービスの提供及びこれら

に付随する業務の履行。 

 （2）正当な事業活動のために必要な案内の連絡及び広告宣伝物の送付（ただし、会員よ

り中止の申し出があった場合は、速やかに停止するものとします）。 

 （3）当会社の事業におけるサービス・商品の提供・改良のための分析・アンケートの実

施。 

 （4）当会社が業務上必要と思われる範囲で会員に連絡を取る必要が生じた場合の対応。 

 



3．当会社は以下の各号に定める事項の他は、個人情報を一切外部へ提供いたしません。 

 （1）該当する会員の承諾を得た場合。 

 （2）法令に基づき官公庁又は裁判所から開示要請のあった場合。 

 （3）人の生命・財産の緊急の保護の為に必要な場合。 

 

第 9 条（規約の変更） 

 当会社は、必要に応じて、予告なしに本規約を変更することがあります。 

 

第 10 条（会員優待の提供の終了） 

 当会社は、第 2 条に基づく会員優待の提供を、任意に終了する場合があります。 

 

 

 

                                     以上 


